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政
府
及
び
関
係
者
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
特
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。  

 

一
、
「
新
た
な
教
師
の
学
び
の
姿
」
は
、
時
代
の
変
化
が
大
き
く
な
る
中
に
あ
っ
て
、
教
員
が
、
探
究
心
を
持
ち
つ
つ
自
律
的

に
学
ぶ
こ
と
、
主
体
的
に
学
び
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
し
て
い
く
こ
と
が
前
提
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
資
質
の
向
上
の
た
め
に

行
わ
れ
る
任
命
権
者
に
よ
る
教
員
の
研
修
等
に
関
す
る
記
録
の
作
成
並
び
に
指
導
助
言
者
が
校
長
及
び
教
員
に
対
し
て
行
う

「
資
質
の
向
上
に
関
す
る
指
導
助
言
等
」
は
、
研
修
に
関
わ
る
教
員
の
主
体
的
な
姿
勢
の
尊
重
と
、
教
員
の
学
び
の
内
容
の

多
様
性
が
重
視
・
確
保
さ
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
を
周
知
・
徹
底
す
る
こ
と
。
と
り
わ
け
、
校
長
及
び
教
員
に
対
し
て
行
う

「
資
質
の
向
上
に
関
す
る
指
導
助
言
等
」
に
つ
い
て
は
、
教
員
の
意
欲
・
主
体
性
と
調
和
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
前
提
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
指
導
助
言
者
は
、
十
分
に
当
該
教
員
等
の
意
向
を
く
み
取
っ
て
実
施
す
る
こ
と
。 

 

二
、
オ
ン
デ
マ
ン
ド
型
の
研
修
を
含
め
た
職
務
と
し
て
の
研
修
は
、
正
規
の
勤
務
時
間
内
に
実
施
さ
れ
、
教
員
自
身
の
費
用
負

担
が
な
い
こ
と
が
前
提
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
文
部
科
学
省
は
周
知
・
徹
底
す
る
こ
と
。 

 

三
、
本
法
に
よ
る
新
た
な
研
修
制
度
が
円
滑
に
機
能
す
る
よ
う
、
新
制
度
へ
の
移
行
に
向
け
た
支
援
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、

そ
の
周
知
に
万
全
を
期
す
こ
と
。
ま
た
、
教
育
委
員
会
等
は
、
教
員
の
資
質
の
向
上
に
つ
な
が
り
、
子
ど
も
の
実
態
に
即
し

て
教
員
が
必
要
と
す
る
研
修
を
実
施
す
る
こ
と
。 

 



四
、
文
部
科
学
省
及
び
各
教
育
委
員
会
は
、
本
法
の
施
行
に
よ
っ
て
、
教
員
の
多
忙
化
を
も
た
ら
す
こ
と
が
な
い
よ
う
十
分
留

意
す
る
と
と
も
に
、
教
員
が
研
修
に
参
加
し
や
す
く
な
る
よ
う
時
間
を
確
保
す
る
た
め
、
学
校
の
働
き
方
改
革
の
推
進
に
向

け
て
実
効
性
あ
る
施
策
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
任
命
権
者
に
よ
る
教
員
の
研
修
等
に
関
す
る
記
録
の
作
成
に
当
た
っ
て
、

当
該
教
員
か
ら
研
修
の
報
告
等
を
求
め
る
場
合
に
は
、
報
告
等
を
簡
潔
な
も
の
と
す
る
な
ど
負
担
増
と
な
ら
な
い
よ
う
に
留

意
す
る
こ
と
。 

 

五
、
任
命
権
者
に
よ
る
教
員
の
研
修
等
に
関
す
る
記
録
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
各
学
校
で
実
施
す
る
校
内
研
修
・
授
業
研
究
及

び
教
育
公
務
員
特
例
法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
本
属
長
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
場
所
を
離
れ
て
行
う
研
修
も
「
任

命
権
者
が
必
要
と
認
め
る
も
の
」
と
し
て
、
そ
の
記
載
対
象
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
当
該
記
録
に
つ
い
て
は
、

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
に
の
っ
と
り
適
切
に
管
理
さ
れ
る
よ
う
各
教
育
委
員
会
に
周
知
・
徹
底
す
る
こ
と
。 

 

六
、
地
方
公
務
員
法
の
規
定
に
よ
り
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
人
事
評
価
は
、
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
に
当
た
り
発
揮
し
た
能
力

及
び
挙
げ
た
業
績
を
基
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、
本
法
に
よ
る
研
修
等
に
関
す
る
記
録
の
作
成
及
び
資
質
の
向
上
に
関
す
る
指

導
助
言
等
は
、
こ
の
人
事
評
価
制
度
と
趣
旨
・
目
的
が
異
な
る
こ
と
を
周
知
す
る
こ
と
。 

 

七
、
文
部
科
学
省
及
び
各
教
育
委
員
会
は
、
臨
時
的
任
用
教
員
に
対
す
る
研
修
の
機
会
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
周
知
・
徹
底
す
る

こ
と
。
ま
た
、
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
も
校
内
研
修
な
ど
職
務
と
し
て
の
研
修
が
勤
務
時
間
内
で
確
保
さ
れ
る
よ
う

周
知
・
徹
底
す
る
こ
と
。 

 

八
、
「
教
師
不
足
」
を
解
消
す
る
た
め
に
も
、
改
正
前
の
教
育
職
員
免
許
法
の
規
定
に
よ
り
教
員
免
許
状
を
失
効
し
て
い
る
者



が
免
許
状
授
与
権
者
に
申
し
出
て
再
度
免
許
状
が
授
与
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
広
報
等
で
十
分
に
周
知
を
図
る
と
と
も
に
、

都
道
府
県
教
育
委
員
会
に
対
し
て
事
務
手
続
の
簡
素
化
を
図
る
よ
う
周
知
す
る
こ
と
。
ま
た
、
休
眠
状
態
の
教
員
免
許
状
を

有
す
る
者
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
周
知
・
徹
底
す
る
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 


